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平素は当金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。 
 

さて、当金庫では、これまで様々な手口の特殊詐欺に対し、お客さまの大切な財産をお守りするた

め各種の対応を実施してまいりました。 

昨今では、被害金額が高額となる特殊詐欺が多数発生し、愛知県警察からも注意喚起がなされ

ていることから、今般、「特殊詐欺」の被害防止のために、当金庫・他行庫 ATM での「１日あたりの

引出限度額の引き下げ」基準を変更することといたしました。 

お客さまにはご不便をお掛けいたしますが、お客さまの大切なご預金をお守りするための対策で

ありますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 
 

【実施内容】 

対象となるお客さま 70 歳以上のお客さま 

｢引出限度額の引き下げ｣ 

となる基準 

当金庫・他行庫ＡＴＭでの引き出しが 

１年以上ない口座 

他行庫ＡＴＭでの引き出しが 

１年以上ない口座 

ATM での１日あたりの 

引出限度額 

当金庫・他行庫ＡＴＭの引出限度額を 

10 万円に引き下げします 

他行庫ＡＴＭの引出限度額を 

10 万円に引き下げします 

実施日 令和 6 年 9 月 4 日（水）より 

 お客さまのお申し出により、引出限度額を個別に設定している場合は、引き下げ対象外となりま

す。 
 

今回の対応によって不都合が生じる場合は、最寄の店舗窓口までお申し出ください。 

お申し出のお客さまには、引出限度額の変更のお手続きをご案内いたします。 
 

 特殊詐欺被害防止に向けた取り組み 

特殊詐欺防止対策として実施中の以下の取り組みについては、引き続き継続してまいります。 

① 引出限度額の引き下げ【70 歳以上のお客さま】 

個別に引出限度額を設定されていない口座については、1 日あたりの引出限度額を 50 万円に引

き下げさせていただきます。 

② キャッシュカードを使用したお振込の利用制限【65 歳以上のお客さま】 

当金庫および他行庫の ATM でキャッシュカードを使用したお振込を 3 年以上行われていない口

座については、ATM でのキャッシュカードを使用したお振込ができなくなります。 

～ 70 歳以上のお客さまへ ～ 
当金庫・他行庫ＡＴＭでのキャッシュカード引出限度額の 

「10 万円への引き下げ」基準の変更について 


